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令和５年度決算に基づく健全化判断比率等について令和５年度決算に基づく健全化判断比率等について
　地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づき、財政の健全性を判断するための健全化判断比率をお知
らせします。
　また、水道事業などの公営企業会計の経営の健全性を判断するための資金不足比率についても併せてお知ら
せします。
　本町の令和５年度の健全化判断比率および資金不足比率は下記のとおりです。

■資金不足比率
会　計　名 事業の規模　A 資金不足額　B 資金不足比率 B/A

－
－
－
－
－

－
－
－
－
－

１．実質赤字比率　該当なし
　　　一般会計等を対象とした実質赤字額の標準財政規模（地方公共団体において標準的に収入が見込まれる
　　経常的一般財源の規模で、大郷町は令和５年度　3,302,003千円）に対する比率であり、これが生じた場
　　合には赤字の早期解消を図る必要があります。
　　　令和５年度一般会計等の実質収支は黒字であり、実質赤字は生じなかったため、実質赤字比率は該当し
　　ませんでした。    
２．連結実質赤字比率　該当なし
　　　公営企業会計を含む全会計を対象とした実質赤字額（または資金不足額）の標準財政規模に対する比率
　　であり、これが生じた場合には問題のある赤字会計が存在することとなり、赤字の早期解消を図る必要が
　　あります。
　　　令和５年度一般会計等の実質赤字および公営企業会計の資金不足はいずれも生じなかったため、連結実
　　質赤字比率は該当しませんでした。    
３．実質公債費比率　8.3%
　　　一般会計等が負担する元利償還金などの標準財政規模に対する比率（過去３ヵ年の平均）であり、
　　18.0%を超えると起債の許可が必要となり、25.0%を超えると一部の起債発行が制限されます。 
４．将来負担比率　該当なし
　　　一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する比率であり、これらの負債が将来財
　　政を圧迫する可能性が高いかどうかを示すストック指標です。この比率が高い場合、将来これらの負担額
　　を実際に支払う必要があることから、今後の財政運営が圧迫されるなどの問題が生じる可能性が高くなり
　　ます。
　　　令和５年度は充当可能基金の増等により、将来負担比率は該当しませんでした。

■健全化判断比率
区　　分 実質赤字比率 連結実質赤字比率 実質公債費比率 将来負担比率

大　　郷　　町
早期健全化基準

－
15.00%

－
20.00%

8.3%
25.0%

－
350.0%

※早期健全化基準：健全化判断比率区分のいずれかが早期健全化基準以上の場合は、自主的な健全化を図るため財政健
　全化計画を定めなければなりません。

※各公営企業会計ごとの資金不足額の事業の規模に対する比率であり、経営健全化基準（20%）以上となった場合には、
　経営健全化計画を定めなければなりません。    
　令和５年度において、資金不足が生じた公営企業会計がないため、資金不足比率は該当しませんでした。

水 道 事 業 会 計
下 水 道 事 業 特 別 会 計
農業集落排水事業特別会計
戸別合併処理浄化槽特別会計
宅 地 分 譲 事 業 特 別 会 計

204,397千円
48,111千円
5,505千円
20,311千円
142,200千円

問　財政課　☎359－5501
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健康・福祉  Health 問　保健福祉課　☎359－5507

健康診査・がん検診を実施します健康診査・がん検診を実施します
　未受診者向けの健康診査・がん検診を実施します。
　受診には受診票が必要です。ご希望の方は保健福祉課へお問合せください。
●日　　時：11月23日（土・祝）　午前９時～11時30分
●会　　場：保健センター
●検診内容

歯周病検診のご案内歯周病検診のご案内
　町が行っている無料の歯周病検診期間は11月30日（土）までとなっています。無料で受けることができ
るのは10年に１度です。対象年齢の方でまだ受診されていない方は、お早めに受診をお願いいたします。
　歯周病は無自覚のうちに進行していきます。歯周病になると歯が抜けるだけでなく、歯周病菌によって、
糖尿病や心筋梗塞、妊娠時（出産時）の早産や低出生体重児の可能性が高くなるなど、さまざまな健康へ
の影響が考えられます。
　歯周病は予防することが大切です。検診を受けて健康で魅力的なお口を目指しましょう。

●対象（年度末年齢）：20歳、30歳、40歳、50歳、60歳、70歳の方
●費用：無料

11月は「みやぎ食育推進月間」です11月は「みやぎ食育推進月間」です
　宮城県では、県民一人ひとりが主体的に実践する「食育」の取組を推進するため、毎年11月を「みや
ぎ食育推進月間」と定めています。
　地域食材を食卓に取り入れるなど、身の回りでできる、簡単な取り組みからチャレンジしてみましょう。

ニューライフ食育クラブ　新規会員募集中！ニューライフ食育クラブ　新規会員募集中！
　ニューライフ食育クラブは、食を通じた健康のため、「元気・笑顔・味わい」をもって、地域へ貢献す
る活動に取り組んでいます。
　現在は24名で活動し、11月には第３回勉強会で「モロヘイヤうどん」を作る予定です。食育に興味が
あれば、どなたでもご入会いただけますので、お気軽にお問い合わせください。

検診名 対象者 検査内容
若世代健診
特定健診
後期高齢者健診
前立腺がん検診
結核・肺がん検診
肝炎ウイルス検診

16～39歳
40～74歳の大郷町国民健康保険加入者
75歳以上などの宮城県後期高齢者医療保険加入者
50歳以上の男性
40歳以上
40歳以上で過去に検査歴のない方

血液検査・尿検査　等

血液検査
胸部レントゲン検査
血液検査


